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宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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宮
城
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労
働
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員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
元
年
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
主
務
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
総
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
を
削
り
、
同
表
審
査
調
整
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
「
審
査
調
整
課
長
」
を
「
課

長
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
の
下
に
「（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）」
を
加
え
、

同
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
情
報
公
開
条
例
」
の
下
に
「（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
）」
を
加
え
、

同
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　

一　

総
会
の
付
議
事
項
及
び
日
時
の
知
事
へ
の
報
告
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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次
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よ
う
に
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め
る
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員
会
事
務
局
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
を
削
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
総
務
課
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

第
五
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
審
査
調
整
課
長
（
以
下
「
課
長
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と

す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
総
務
課
に
お
い
て
収
受
し
、」
及
び
「
主
務
課
に
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
主
務
課
又
は
」

を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
主
務
課
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を

第
九
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
同
項
第
四
号
並
び
に
同
条
第
三
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
主
務
課
若
し
く
は
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
総
務
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
す

る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
主
務
課
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
主
務
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
主
務
課
ご
と
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

　

第
二
十
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

　

第
二
十
一
条
を
削
り
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

　

別
表
中
「（
第
十
五
条
関
係
）」
を
「（
第
十
四
条
関
係
）」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
総
務
課
長
印
の
項
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「（
第
九
条
関
係
）」
を
「（
第
八
条
関
係
）」
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
号
中
「（
第
十
条
関
係
）」
を
「（
第
九
条
関
係
）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「（
第
十
二
条
関
係
）」
を
「（
第
十
一
条
関
係
）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「（
第
十
七
条
関
係
）」
を
「（
第
十
六
条
関
係
）」
に
改
め
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

宮　　城　　県　　公　　報号外第23号　平成29年３月31日　金曜日 （2）


